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0.は じめに

ノダカラに関する研究はこれまでにい くつか発表されている。 しかし、それらの考え方で

も説明の困難なノダカラ文が未だ存在するO本 稿は、会話におけるノダカラ文を主な考察対

象とし、語用論的観点か らその意味 ・機能を再考す ることを目的とする。

1.先 行研究の概観 とその問題点

田 野 村(1990:102403)は ノ ダ カ ラ に 関 し、 「前 件Pを す で に 疑 念 の余 地 な く定 ま っ た こ

とが ら と して提 示 し、 そ れ を ト分 な根 拠 と して 後 件Qを 発 言 す る も の だ と言 って よ さそ うで

あ る」 と述 べ て い る。(1)を 見 る とそ の 主 張 は妥 当 な よ う に思 われ る。

{ユ)満 男:ゆ っ くり休め よ.卜 時 頃家 を出れば いいんだか ら(寅43)

しか し、「ゆっくり休めよ。十時頃家を出ればいい蛙 」 と発話 しても 「すでに定まっている

ことがら」を 「根拠として」提示 している点に変わりないのではなかろうか。

野田(1997:180)は 「『のだから』の文の話 し手は、聞き手が知っているはずだが、その

時に十分認識 していないと思われる事態をあらためて従属節に提示 し、十分認識 させ ようと

している」と述べている。 しか し、(2)の 母親と娘の会話が反例となる0

(2}昌 子 「何だか悪 くない?」

千景 「別にお 母さんだって遊 んでいるわけ じゃないんだか ら、いいん じゃないの」

昌子 「そうよね、あ んたも分か ってる じゃない。一 以下省略一 」(ダ ンス)

自分が遊んで暮 らしていると考える主婦は少数であろう。主婦である母親が遊んで暮 らして
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い る と考 え る娘 も少 数 で あ ろ う。 とす れ ば(2)の 送 り手 は受 け手 が 「自分 だ って 遊 んで い

る わ け じ ゃ な い 」 とい う こ と を既 に認 識 しil、 当 該 ノ ダ カ ラ節 を受 け手 に認 識 させ る必 要 が

な い状 況 で あ る こ とを 認 識 し て い る と考 え られ る。 つ ま り(2)で は ノ ダ カ ラが 、 本 来 使 わ

れ る状 況 で は な い に も関 わ らず 、 使 用 され て い る こ と に な る。

桑 原(2003)は ノ ダ カ ラが 「話 し手 と聞 き手 の 間 に判 断 ・立 場 の 相 違 が あ り、 話 し手 が そ

れ を明 確 に 意 識 して 、 聞 き手 に 対 して 話 し手 に 強 く同 意 ・同 調 を 求 め る場 面(p.63)」 で 、

「そ の 対 立 を 同 意 させ る最 も効 果 的 な理 由(p.67)」 を 「確 か な事 実 と して提 示(p、67)」 す る

場 合 に 用 い られ る と述 べ て い る。 しか し、 そ の 主 張 に も反 例 が あ る。

(3)同 期生の男で 、一番外 国には行 く可能性の ない私が 一番 先に外 国に来ているのだか ら、本当に

わか りませんね。'(実 例)

(3)は 「受け手が送 り手の就職経緯 を知っていること」「以前に同様の内容が互いの問で発

話されていること」「それらを互いが承知していること」が双方に明らかな状況での発話であ

る。つまり、当事者間に 「判断 ・立場の相違」が存在せず、ノダカラを用いる必要がないと

言える状況である.し か し、実際にはノダカラが使用されている。

(4)岡 田 「なんだ1あ いつ金返Lて くれたのか よ」

佐久間 「強盗かなんか したんですかね」

岡 田 「そん なことは しないだ ろ」

佐久間 「そ うですね、兄貴 じゃない⌒1(HANA-BI)

(の の送 り手は受け手の先行発話に同意 しているのであって受け手を同意させ ようとしてい

るのではないと考えられる引。それにも関わらずノダカラが使用されている。

以上の反例は 「既定」「根拠」「聞き手が知っているはずだが、その時に十分認識 していな

いと思われる事態」「認識 させよう」「同意 ・同調を求める」等の特徴がノダカラの使用にお

・ ・ いて本質的な意味を持つ ものではないことを示唆する。 したがって、ノダカラの意味 ・機能

を再考するためには従来とは異なる視点からの考察が必要である。

2.仮 説の提出

ノ ダ カ ラが 「の だ。 だ か ら」 とは 異 な る振 る舞 い を 見せ る こ とは 田野 村(1990:102-103)

や 野 田G997:176)で 既 に指 摘 され て い る。 しか し逆 の 事 象 、 即 ち、 ノ ダ カ ラ を用 い る場

合 に 「の だ 。 だ か ら」 を用 いて も許 容 され る場 合 が あ る こ と につ い て は特 に注Rさ れ て い な
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い。 そ こ で 、 収 集 した 用 例 に つ い て ノ ダ カ ラ を 「の だ 。 だ か ら」 に置 き換 え るテ ス トを行 っ

た とこ ろ 、 意 味 を変 え る こ と な く 「の だ 。 だ か ら」 に 置 き換 え られ る もの と、 置 き換 え る と

意 味 が 変 わ る もの 、置 き換 え る と許 容 度 が 低 下 す る もの が 存 在 す る こ とが 明 らか に な っ た。

こ の 「『の だ 。 だか ら』 に置 き換 え られ な い ノ ダ カ ラ」 は、 形 態 上 分 割 し得 る2形 式 に置 き

換 え られ な い と い う点 か ら見 て、 そ れ 一 語 と して の ノ ダ カ ラ に 固 有 の 特 徴 を具 現 して い る と

考 え られ る。 そ こ で 、2章 で は こ の 種 の ノ ダ カ ラ を中 心 に ノ ダ カ ラの 意 味 ・機 能 の手 掛 か り

を探 り、 仮 説 を提 川 す る 。

ノ ダ カ ラが 「の だ 。 だ か ら」 に 言 い 換 え られ な い 場 合 に は い くつ か の場 合 が あ る と考 え ら

れ る 。 まず 、 ノ ダの 使 用 に 関 して 何 らか の 問 題 が あ る と考 え られ る場一合 で あ る。

{5)「 あ な た は い い わ よね 、 自分 の 好 きな 仕 事 だけ し て られ る ん だ か ら」

(http:!/www.egroups.co.jp!fileslwa皿a再p/vitami㎡vitami1122.htmi)

(fi)あ なた は 自分 の 好 き な仕 事 だ け して られ る ん だ。 だ か らい い わ よ ね。

一般的に、ノダは 「聞き手が認識 していないことを教 えよう、知 らせ ようという話 し手の

聞き手に対する心的態度」(野 田1997:92)を 表すとされるUし かし、本当に 「自分の好 き

な仕事だけしてられる」か否かの判断は送 り手 よりも受 け手側に属する判断である。またそ

の真偽の如何に関わらず、その判断は受け手にとって自明のことでもある。よって 「受け手

に教える ・知らせること」は語用論的に相応 しくないと判断され 「のだ。だか ら」に置き換

えることができないと分析できる。一・方、ノダカラを用いた(5)は 許容される。ノダは許

容されずノダカラは許容されるというその事実か ら 「ノダカラは、ノダとは異なり、「前件を

教えよう、知らせ ようという、送 り手の受け手に対する心的態度』を表 しているのではない」

という推察が導 き出される。

置 き換えが困難な第2の 場合は1「 だから」の使用に関して何らかの問題があるため、意味

を変えずに 「のだ。だから」に言い換えられないと考えられる場合である。

・-1(7)エ リ:そ っ ち こそ し らば っ くれ な い で よ、 ち ゃん と知 って る ん だか ら。

(h七七P:〃www.nishitetsu、cojp/nnr/in窟dra皿a/oa414127.htm)

(8)ち ゃん と知 って る‥ だ 。 だか らそ っち こそ し らば っ くれ な いで よ。

(7)の 送 り手が 「しらばっくれないでよ」と発話 した理由は 「送 り手が知 らないと思って受

け手が しらを切っているから」であって 「送 り手がちゃんと知っているから」ではない。そ

のため前件 と後件 との問に因果関係を認めにくく、「だか ら」 を使用すると(8)の ように

(7)と は意味が変化 してしまう。以上か らノダカラは 「原因 ・理由 ・根拠 と帰結」 という関
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係 とは異なる関係 を表しているのではないか と推察される。

ノダカラ文には(7)の ように前件 と後件が倒置 されているものも多い。その中には先行

発話との関連が強く感 じられるにも関わらず前後を入れ換えることが困難であり、かつ、後

件の省略とも終助詞的とも考えに くい 「ノダカラで言いさす」発話がある。このようなノダ

カラも意味を変えずに 「のだ。だから」に置き換えられない's)。

(9)公 代 「(声を低 めに して)兎 に角ね1あ の男 はど うしようもない男 でね。 それで、あ た しも離

婚 したんだか ら。」(春)

(10)そ れ で、 あた しも離 婚 した[ん だか ら/ん だOだ か ら]あ のTは どうしようもない男でね。

ノダカラ節が文中のどの要素と複文関係を構築 しているのかが陵味な場合もある。

(ll)紘 「そんなこ と言わないで食べ るの。そん じょそ こらで売っているような卵 じゃないよ。全 然、

味が違 うんだか ら…さ、櫛 江 さん も食べて!」(春)

(11)は 「味が違 うんだか ら食べ るの」 とも 「味が違うんだか らそんじょそこらで売って

いるような卵 じゃない」とも解釈できる。主筋の認定が受け手に委ねられているということ

は当該発話自体がノダカラで言いさす発話であることを意味する。この 「ノダカラで言いさ

す発話」はノダカラ節がそれ単独で機能していることを示唆する。

最後に、置き換え困難な例 と関連して、複数の解釈が可能な用例の存在を指摘する。

(ユ2)博:も め ごとは後 か らして くれ よ、俺は疲れて帰って来てんだか ら(寅42)

(12)は 「疲れて帰って来てんだか ら(休 ませてくれ)」(後 件省略)、 「疲れて帰って来てんだ

蛙 もめごとは後からしてくれよ」(倒置)、 「疲れて帰って来てとだ。」(言 いさし)、「疲れて

帰って来てんだか ら、もう(不 満感情)」(終 助詞的用法)の 複数解釈が可能である。これ ら

,.一」 の複数解釈 を文脈 ・送 り手の非言語行動等の語用論的要素を考慮せずにいずれか1つ に確定

することは困難である。 このことか らノダカラの本質的な意味 ・機能は抽象的でスキーマ的

なものであ り、それが実際の使用場面では語用論的要因によって具体的で多種多様な表面的

意味 ・機能で実現 されるのではないか と考えられる。以上の考察を踏 まyYＬL1ノダカラの意

味 ・機能(仮 説)を 提出する。

(13)ノ ダカラの意味 ・機能(仮 説)

ノダカラは 「当該 節に 『Pで ある。 よってRと 判断す るnゆ えにQと 発話 する』 とい う 『純粋
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な論 理 レベ ルでの因 果関係 』 を所与 の もの と して付 与 し11、その上で字義 的意味にお いて 矛盾

しない解釈 を行え」 とい う発話解釈の方向 を示す、,

1
3.ノ ダ カ ラ の 意 味 ・機 能1

3.1.仮 説 の 検 証1一 論 理 関 係 に着 目 して一1
`

ノ ダ カ ラ文 で は、 野 田(1997:183)の 指 摘 の よ う に 、 必 然 性 を示 す 語 と の共 起 が 観 察 さ

れ る。 こ れ は ノ ダカ ラが 「論 理 関 係 」 を表 す 言 語 形 式 で あ る こ とを示 唆 す る。

(M)節 子 「私のお葬式なんだか ら当然で しょ。お坊 さんとい えば共演者です よ」(お 墓)ハMA

口5)寅:で 、 こいつ はチ ャンチャ ンバ ラバ ラの大喧嘩 をや らか してその親爺 とはプ ッツ リ縁切 って

こっちへ出て来 たんだか ら、今 さらその親爺が こんな とこの このこ来る訳 はねえやな ア。それ
zvV-VV、

はなにかの聞違いだ(寅1〕

確かにそれを裏付けるかのように、論理展開において前提 として機能 していると考えられ

る命題にノダカラが後援 している例が多 く見 られる。(16)は その1例 である。

{16)(誤1診 ・健常者 と分かって診療所 を過所 した受 け手が帰 ってきたの を見て}

た えj㌧ 「どうLた の、 どうして戻 って きたの1帰 んな さいU帰 らな きゃ駄 目、あ んた病気 じゃ

ないんだか ら駄 目1」(愛)一

しか し、それを基に 「ノダカラは前提を前件に提示 し、それを土台 として必然的な帰結を

後件に提示する」という先行研究をそのまま受け入れるのは早計であろう。

口7)ヨ ー コ 「笑われ るわ よ、 こんな格好で帰 っていった ら」

テツオ 「…」

ヨーコ 「男 の子 なの に女 の子の お洋服着 てい る って、 みん なに笑 われるんだか ら。 いいのa

そ れで も」(日 和)

(18)(悟 が運転中 に暴力 団の車 に接触。免許 証を取 られ事務所 に来いと言われ て)

山本 「俺は行 かないよ」

悟 「えっ…?1ど う してですか…」

山本 「ぶつ けたのお前なんだか ら、お前 行って こい よo俺 は先帰って るか ら」

悟 「…それ じゃ…」

ll1本 「寿煎=繊 ち ょっゑな って くればいい んだか ら。 それにほ ら、免許取 られたんだか ら
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お 前が行 くLか ないだろうが」(ド ライブ)

(17)と(]$)2番1」 のノダカラは波線部の類似か ら判断して帰結に後接 してお り、Q8)

1・3番 目のノダカラはその状況か ら判断して前提に後接 していると言える。上の例を見る

と、前件が前提、後件が帰結であるという点はノダカラの本質的な意味 ・機能 とは無関係な

のではないか と考え られる。 とすれば、ノダカラは当該節間における必然的な論理関係の存

在のみを示 しているだけではないかと考えられる。この考えの妥当性は次のような他者の発

話を受けて発せ られるノダカラ文からも裏付けられる。

(19)つ ね:四 十過 ぎて独 身なんてい うの はね、み っともない だけなんだ よ

社長:女 房 と別れて もひ と りな んてい うのは まだいいけ ど、寅 さんの場合 はず っときれ いに独

身 な∠⊇ ね。 アハハハ(寅43)

(19)「つね」の発話は 「帰結 として」提示されているとは限らない。よって、ノダカラ文が

「つね」による先行発話と:複文倒置関係にあると見なすことはできても、送 り手がノダカラ節

を 「前提として」提示 し、後件に該当する先行発話を 「帰結として」捉えているとは断言で

きない。 したがって、前提 ・帰結 という観点からの説明は不確実性 を有する。 しか し、先の

ように 「ノダカラは当該節問における必然的な論理関係の存在のみを示している」 と考えれ
'ば

、ノダカラ文は必然的な論理関係を示すことで、直前の先行発話における論理性を追認 ・

補強していると説明することが可能である。

(2ω 百 姓 「気をつけろバカ野郎。あぶねえ じゃね えか よ」

オヤ ジ 「う蹴 ビー ド出 してたんだカ・らよ」(㎜A-BI)

(2田 は映画脚本においてノダカラ文がいわゆる 「笑いのオチ」として用いられている例

である。この文がなぜ笑いを誘 うのかを考えてみると、到底受け入れられない論理であるに

も関わらず真面目な態度で強引に主張 していることが理由であると分かる。 しか し、(21)の

'よ うにカラに置き換えると
、その一種の強引さは弱化してしまう。

(2⊥)百 姓 「気をつけろバ カ野郎。あぶねえ じゃね えか よ」

オヤジ 「うちはスピー ド出 してたか らよ」

このようにノダカラがあたか も 「字義的意味と論理とのギャップ」を埋める(ま たは橋渡

しする)か のような機能で使用されている点か らみて 「ノダカラが必然的な論理関係を示す」
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とい う考察視点は妥当であると考えられる51。 しか し、その特徴はカラにも当てはまるよう

に思われる。 ノダカラが示す 「必然的な論理関係」に固有の特徴を明らかにするにはノダカ

ラ文とカラ文とを対比させて考察することが必要である。

3,2.仮 説 の検 証2一 力 ラ 文 との対 比 を通 して一

ノ ダ カ ラ文 に は後 件 で 行 わ れ る発 語 内 行 為 に制 限 の あ る こ とが 野 田(1997:176)で 述 べ

られ て い るEa。 そ こで 、 発 語 内 行 為 と の 関連 に着 目 し、 カ ラ 文 と対 比 して み る。

(22)彼 は仕事で死 んだ五血 気 を遣 わないで くだ さい。[命 令/禁 止/依 頼]

?被 は仕事で死 にま した吐 気 を遣 わないで くだ さい。

(23)彼 は仕事で死 んだ血 もう少 し気 を遣いな さい。[命 令]

財皮は仕事で死 にま した]蛙 もう少 し気 を遣 いな さい.

(24)彼 は仕事で死 んだんだか らもう気 を遣 うな.[禁 止]

?彼 は仕事で死 んだか らもう気を遣 うなU

(25)彼 は仕事で死 んだんで 一か らもう気 を遣わないで もらえ ませんかD[依 頼]

?彼 は仕事で死 にま したコ邑 もう気 を遣わないで もらえ ませ んか。

(26)彼 は仕 事で死 んだんで か ら害IJり切 って再婚Lて み ませんか。[勧 誘]

?彼 は仕 事で死 に ました」蛙 割 り切 って再・婚 してみ ませんかn

(27)彼 は仕 事で死 んだんで か ら労災を 申請 します0[意 志]

彼 は仕事 で死に ました蛙 労災を申請 します。

(28)彼 は仕事で死んだ⌒ 労災 を申請す るべ きです.[主 張]

彼 は仕事で死に ました蛙 労災 を申請す るべ きです。

(29)彼 は仕事で死んだん並 労災が 申請で きるで しょう。[推 量」

'彼 は仕事で死に ました蛙 労災が 申請で きるで し
ょうU

(30)彼 は仕事で死ん だ⌒ 労災 を申請すべ きだと思 いませ んか。[質 問]

彼 は仕事で死に ました塾 労災 を申請すべ きだと思い ませ んか。

以上か ら、後件の発語内行為が 「命令 ・禁止 ・依頼 ・勧誘」といった 「働 きかけ」の場合1

他の発語内行為の場合に比べ、カラへの置き換えが困難になることが分かる。

その原因はノダカラ文とカラ文の論理構造の差異にあると考えられる。「働きかけ」文は

「根拠(前 提)一 判断(帰 結)」 という構造ではなく 「根拠(前 提)一 判断(帰 結)一 その判

断に基づ く発語内行為(働 きかけ)」 という構造であり、言語化されている前件と後件は 「前

提」 と 「働きかけ」である。つまり、本来前件と後件 との間に存在すべ き帰結が言語化され

ておらず、そこには1段 階の論理の飛躍が存在する。
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一方、人が認知する論理関係は2つ のLベ ルに大別で きると考えられる。「字義的意味 レベ

ル」と 「字義的意味に左右されない 『純粋 な論理 レベル』」である71nこ の観点から 「働 きか

け」文の構造を見ると、先述の 「論理の飛躍」により、前件と後件 との間に 「字義的意味 レ

ベルでの因果関係」が認めにくくなることが予想 される。 しか し、実際にはノダカラの使用

は許容される。このことは、カラが 「字義的意味 レベルでの因果関係」を表 し、ノダカラが

「純粋な論理 レベルでの因果関係」 を表す形式であることを示唆する。この考えの妥当性 は

(31)～(33)の 比較からも裏付'けられる。

(31)(雨 。外 での練習 をため らう選手 に)雨 が 降っているか ら中1トしろ。

(32)(雨 。外での練習 をため らう選Fに)?雨 が 降っている1工 中1ヒするなU

(31)の 複文 は、雨が降っているく雨が降っているカラく運動場が濡れているカラく運動

場が使えないカラく練習が実施で きないカラく中止だカラ<」 工 ∠LLと いうように因果

関係が連鎖 していると見なすことができる。そのため、言語化された前件 と後件間に論理的

飛躍が存在 しているにも関わらず字義的意味レベルでも矛盾が生 じず許容 される。それに対

し(32)の 複文では、雨が降っているカラ<?<?<?<中 止ではないカラ<「 中止するな1

のように字義的意味 レベルでの因果関係が認めに くいため 「『雨が降っている』のに 『中止す

るな』とは変だ」と判断され発話の許容度が低下する自.

(33)(雨 。外 での練習 をため らう選 手に)雨 が降 ってい るんだか ら中止す るな。

一方、日本語母語話者の直感で言 うと、(33)の 受け手は、(32)カ ラ文の場合とは異なり、

「純粋な論理 レベルでの因果関係」 を所与のものとして受け入れ、その与えられた論理関係の

枠組みの中で最も妥当な発話解釈を志向するように思われる田。

以上か ら、カラとノダカラの関与する論理関係には違いがあると考えられる6カ ラは 「受

け手に 『字義的意味レベルでの因果関係』を⌒ 」言語形式であり、ノダカラは 「L漣

粋な論理 レベルでの因果関係』 をY」 言語形式であると考えられる。このことは、前

件 と後件との間に 「字義的意味 レベルでの因果関係」が認めにくいにも関わ らず許容 される

ノダカラ文が実際に存在することからも確かめられる。

(34)は 高飛車な態度の受け手をその弱みにつけ込んで送 り手が諭す発話である。

(34)辻 沼 「あなたねえ、身寄 りも無いんだか ら、 もうちょっと謙虚に ならな きゃ」(お 墓1

(35)?あ なたねえ、身寄 りも無い蛙 もうち ょっと謙虚 にならな きゃ
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一般的に言 うと 「身寄 りがないコ ト」 と 「人の謙虚さ」 との問には 「字義的意味レベルで

の因果関係」 を見出 しにくい。したがってカラに置 き換えると許容度が低下する。 一方、ノ

ダカラが 「『純粋な論理 レベルでの因果関係』を付与する」という意味 ・機能を持つとすれば、

(34)は 受け手の弱みにつけ込むために字義的意味レベルで因果関係が認めにくい前件と後件

をあえて論・理的に因果関係づける発話であると位置づけることがで きる。そして、送 り十の

発話意図とノダカラの意味 ・機能が一致するため、(34)の 発話は、(35)と は異な り、問題

な く許容されると説明することがで きる。

3,3.仮 説 の検 証3一 手 続 き 的意 味 の 観 点 か ら一

3」 ～3.2で 検 証 さ れ た ノ ダ カ ラ の 意 味 ・機 能 を ま とめ る 際 に参 考 と な るの がBlak巳 皿ore

(1987);(2002)の"proCeduralmeaning"と い う考 え方 で あ る。

(36)"proceduralmeaning"と い う考 え 方

a,言 語 形 式 にencode(符 号 化)さ れ て い る 意 味 を2側lniか ら捉 え る 考 え方 。

→``conceptualmeaning"と``proceduralmeaning"と い う2つ の意 味 。

b."proceduralmea皿inピ1と は どの よ うな 意 味 か 。

→ 受 け手 の発 話 解 釈 の 方 向 を あ る特 定 の方 向へ と導 き、 制 約 す る 意 味n

この考察視点はノダカラの考察にも応用できると考えられる。

(37)SARSが 流行Lて い る蛙 語用論の論文 を書 け。

SARSが 流行 しているんだか ら語 用論の論文 を書 け。

(38)SARSが 一ー一段落 したか ら大学 にお ける警戒 を緩 めるな。

SARSが 段 落Lた んだか ら大学 における警戒 を緩め るなU

(39)あ そこは戦 争 しているか ら旅 行に行って も安全だぞL

あそ こは戦争Lて い るんだか ら旅行 に行 っても安全 だぞU

－ 般 的 に、 上 の カ ラ ・ノ ダ カ ラ 文 は 、 デ フ ォル トの 解 釈 で は 、 共 に 前件 と後 件 聞 に 「字 義

的 意 味 レベ ル の 因 果 関 係 」 が 非 常 に 見 出 しに く く、 非 論 理 的 と判 断 され る傾 向 が 強 い。Lか

し(32)(33)で 触 れ た よ うに、 カ ラ文 と比 べ る と ノ ダ カ ラ文 の 方 に よ り強 い説 得 力 を感 じる。

言 語 形 式 の違 い は カ ラ と ノ ダカ ラ だ け で あ る。 カ ラ とノ ダ カ ラ との そ の 意 味 ・機 能 に お け る

差異 は(40)の 発 話 解 釈 の 違 い に明 瞭 に現 れ て い る。

{4ω 過労死Lた 」辿 褒めてやれn→ 「皮肉 ・嫌み」 と しての解釈
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過労死 したんだか ら褒めてやれ。→ 「そ こまで会社の ために」 とい う解釈

カラ文では常識的価値観に矛盾 しない解釈を志向すればアイロニーとしての解釈が導き出

されるであろうが、ノダカラ文では常識的価値観に矛盾せず、かつ、アイロニーではない字

義的意味どお りの解釈が可能である。以上か ら、 ノダカラは 「字義的意味 レベ ルにおいて矛

盾 しない解釈」を導 くために必要な文脈情報や想定を呼び出させることによって受け手の発

話解釈を制約するという手続 き的意味を持つと考えられる。

ここまでの検証を総合すると、ノダカラは前件 と後件とを 「字義的意味 レベルでの因果関

係」で直接結びつけているのではなく、「当該 ノダカラ節に 『純粋な論理 レベルでの因果関係』

を付与 し、当該節 と談話内の他要素 とを 「根拠(前 提)一 判断(帰 結)一 その判断に基づ く

発語内行為』 という必然的な論理関係で結びつけても 『字義的意味において矛盾 しない解釈』

を志向させる」という意味 ・機能を有 していると考えられる。…方、先行研究において主張

されている 「既定」「根拠 として」「納得させる(説 得す る)」等の特徴は、例えば(37)～

(4ω のように、カラ ・ノダカラ文双方に共通の特徴である。よって先述の意味 ・機能こそが

ノダカラに固有の ものであると考えられる。以上から先掲(13)の 仮説は妥当であると結論

するms。

4.利 点

本稿の仮説に立つ と、従来の考え方では説明しにくいノダカラも他のノダカラと共通 した

視点で記述することが可能となるという利点がある。以下に例を挙げる。

(41)公 代 「田舎の人がね、親切 ごか しに教 えて くれた りす るのUで も、 あん たはあん な男の面倒 を

見るいわれはないんだか らね。責任なんか全然感 じな くて もいいんだか らね」(春)

(41)は 前提(最 初のノダカラ節)と 帰結(2番 目のノダカラ節)双 方にノダカラが後援

している例であ り、ノダカラが前提 に後接するという先行研究の考え方では説明が困難であ

るがrノ ダカラが 「字義的意味 レベルでの因果関係」ではなく 「純粋な論理レベルでの因果
'関 係」のみを付与 していると考えれば

、帰結にノダカラが後接 しても問題ない。前提 も帰結

も 「純粋な論理 レベルでの因果関係」における構成要素の1つ と考えられるからである。ノ

ダカラ節が前提であるか帰結であるかはノダカラそれ自体が表 しているのではなく受け手側

による発話解釈過程で判断されることである。

(X12)鬼 塚 「オ ラ、 グ ダグ ダ言 わ ず に 急 げ って 」
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と、後ろか ら頭 を張 り、

鬼塚 「そんでな くて も遅刻 してんだか らよオ」(GTO)

(42)は 「そんでな くても」の使川が示すように、「急げ」と命令する主たる理由が他にあ

ると考えられ、当該 ノダカラ節が先行発話 と倒置関係にあるとは認められない。かつ、後件

が省略されているとも終助詞的用法であるとも考えにくく、先行研究の考え方では説1月が困

難な例である。 一方、本稿の考え方では、ノダカラを用いることで先行発話との問に 「純粋

な論理 レベルでの因果関係」を付与し、先行発話に論理的な必然性を生 じさせ、それによっ

て先行発話の妥当性を補強していると説明できる。

(43)僕 は まだ経験 も知識 もない聴 、 リー ドも、 リー ドの ビ レイも屏 風では まだ しないほ うがいい

の じゃないか って思 うんです.先1-1の11曜 日、南 山で は じめて外 で リー ドをやったってい うく

らいな四≡ 。{実 話)

(43)は ノダカラ節の前に理由節 と帰結節が提示 されてお り ノダカラ節が後件を導き出

す根拠 としてある命題を提示 しているのではない。 しか し、本稿の考え方ならば、(42)と 同

様、先行発話の妥当性 ・必然性を補強 していると考えることができる0

(44)は 、送 り手が 「遊びに来いよ」と誘うのは 「会いたい」からであって 「近い」か ら

ではない、という状況で発話されていることが登場人物や場面の設定を見ると分かる。受け

手に対 し 「逢いたい」 という気持ちを直接 言えない送 り手の発話である。

(44)満 男:又 休 みの 口に遊 びに来いよO東 京はす ぐ近 くなんだか らさ(寅44)

この場合 もr送 り手にとってノダカラ節が後件の根拠となっていない。また、たとえ根拠

を提示 しているとしても、「す ぐ近 くだ蛙 」のようにカラを用いれば十分である。したがっ

て、なぜ、あえてノダカラが用いられるのかを先行研究の考え方では説明することが困難で

ある。しか し、本稿の考え方では説明が可能である。「逢いたい」という本心を受け手に悟 ら

れた くない送り手は受け手が 「『逢いたいから誘 う』のではなく 『近いからこそ誘う』のだ」

という解釈に至ることを意図していたと考えられる。そこで、前件 と後件 との問の必然的な

論理関係をことさらに正当化し、それを明示することを意図 してノダカラを用いたと説明す

ることが可能となるか らである。

終助詞的なノダカラも他 と区別することなく説明することが可能であるiiト。

(45)す み 臼、「ち ょっ と 、 私 の ギ ョウザ でLよ 」
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富 子 「何 よ一・つ 位 、 ん と、 ガ メ ツ イん だ か ら」(乞 う)

本稿の考え方では(45)の ノダカラは 「すみ江が本当にガメツイ」が 「前提一掃精一その

帰結に基づ く発語内行為」 という 「純粋な論理レベルでの因果関係」の一構成要素であるこ

とを示 していると考えられる。よって、受け手が 「すみ江が本当にガメッイ」を前提 として

解釈すればその字義的意味から必然的に否定的な帰結が導 き出され、それを発話することで

何 らかの発語内行為が行なわれていると見なすことになる。一方、「すみ江が本当にガメッイ」

を帰結として解釈 した場合 も必然的に否定的な発語内行為が行なわれていると見なすことに

なる。つまり(45)の ような 「終助詞的なノダカラ」は当該発話 と必然的な論理関係を持つ

「言語化されていない発語内行為」が成立 していることを受け手に示 していると考えられる。

この説明の妥当性は次のような例か ら確かめ られる。(46)で は否定的感情が言語化されてお

り、ノダカラ節が 「ある感情の発現」と必然的な論理関係を取 り結んでいることが裏付けら

れるからである。

〔46)つ:あ んた出てお くれ よ、何 だい煙一草ふか して る くせ に

竜:フ ン、俺 が煙草す ってる と電話が鳴るんだか らな、 まった く ほんとにやだよ

(寅3)

以上、本稿の仮説によれば周辺的なノダカラ文の説明が可能となることを示 したr,

5,ま と め

本稿ではノダカラの意味 ・機能を語用論的観点から再考 した。 まず、論理関係 と 「発語内

行為」 という言語行為 との関連に着目し、ノダカラ節が 「判断」だけではなく 「発語内行為」

までを論理関係を結ぶ対象としていることを示 した。次に、論理関係を 「字義的意味レベル」

と 「純粋な論理 レベル」で捉え、ノダカラを 「純粋な論理Lベ ルでの因果関係 を付与する」

.一ー一,形 式であると位置づけた。そして、その意味 ・機能を 「手続 き的意味」の観点からまとめた。

加えて、本稿の考え方で周辺的なノダカラが説明できることを示 した。

「より具体的な解釈場面 におけるカラ文とノダカラ文との異同」、「日本語学習者 による誤

用」を本稿の考察視点か ら説明することが今後の課題である。

*本 稿は第 ユ同名古屋大 学 日本語教育研究集 会(2003,8,1、 於名古屋大学)で 口頭発表Lた 内容 を発展

させた ものであ るc発 表に関 し貴重 な質問 ・コメ ン トを下 さいま した大 曾美恵 了・先生(名 古屋 大掌大
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学院)を は じめ とす る諸 矢生方、投稿論 文査読時 に建設的 なコメ ン トを下 さいま した査 読者の諸先生

方に感謝111し上げ ます、

ト ー

注

1)そ の ことは終助詞 「よね1や 「あんたも分かってる じゃない」に も現 れている。

J)一 見、送 り手 が 自分 白身 を説得 してい るとい う説明 も可能の ように見えるが 、1です」「ね」 「⊇

か ら」 等の 丁寧形 や終・助1詞の使用か ら見て、 この発 話 は受 け手 に対 しての発話 であ り、n分 自身を説

得 して いる発話であ るとは考 えに くいn

3)ノ ダカラで言 いさす 発話 を単純 に後件の 省略 と見なす こ とは如何 なる場合 で も理に叶った説明 を可

能 とす る とい う問題点 があ る。確か に後件が省略 されて いる と考 えられ る場合 もあるが1そ の場合 も

甲一なる意味合 わせを行 うので はな く、何が省 略 されてい るのか吟味す る必要が ある、,「終助 詞的」 なノ

ダカラ とは 「まった くf-fな んだか ら」の よ うな もの を指すnこ の用法の特徴 は 「不満」 「呆れ」 「喜

び」等 のニュ アンスを伴 うことが多 く、 また、それ を伝達す るこ とが主眼 である と考え られ る点で あ

る。一方、次 の(9)に はその ようなニュア ンスが な く、「それで離婚 した」 ということだけを伝 えた

いように思 われる。 したが って、終助 詞的ではない とす る。

.4)通 常 、「因果関係」 とい う語は 「事象 聞 に認 め られる原 因 ・結果 関係」 を表すが、 本稿で は以降、

「論理 的推論 におけ る根拠 と判断 ・行動 関係」 を も含んだ意味 の術語 とLて 用いる。 ノダカラ節 は 般

に根拠 として位 置づけ られる場合が多いが、3,1で 見 るよ うに帰 結に後接す るノダカラ もあ る。本稿

の仮説 はいず れ も説 明可能 である。

5)注 意が必要 なのは この主張が 「ノダカラが 『後件 を必 然的な もの と して』提示 している」 と述べ て

いる ものでは ない点であ る。2章 で述べ たよ うに本稿 は 「帰 結 を提示す る」 こ とを ノダカラの 中心 的

な意味 ・機能 の7つ である とは考えていない。

6)野 田{1997:176)は ノダカラ文 には 「文末の制限」が あ り、 「単なる事実 の述べ立 てでは不 白然 で

あ り、判断や命令 ・依頼 ・意志 な どに限 られる」 と述べ ているが、その視 点は文の類型 とい う視点 で

あ り、発語 商行為 との関係 には触 れていない。

7)後 者を以後 「純粋 な論理 レベ ル」 と記すn「 字義的意味 レベル」で 因果関係 が認 め られれば結 果的に

「純粋 な論 理 レベ ル」での 因果関係 も認 め られるが、逆が常 に真で ある とは限 らない。 それは 「論理 的

ではあ るこ とは認 めるがその 字義的 意味は納得 で きない」 とい う場 合が ある ことか ら確 かめ られ る。

「査読 者に とっては従いが たい論で あって も、論 と して成 り立 って いれば、 評価 して ください」(「日本

語文法学 会査読 要項」 『日本語文 法』3-1,p.170)と いう実 例が そのことをよ く表してい る。

8)日 常的 に繰 り返 し生起す る事 象間で は経 験の蓄積か ら因果 関係が 固定化 され、論理的推論 を経ず と

も容易 に因果 関係が見出 され る場 合があ る。 そのため、 デ フォル ト解釈で は(31)は 容易 に許容 され

る。 同様の理 由か ら(32)は 許容 度が低 「する.

9)例 えば 「悪 天候の試合 を想 定Lた 練習が で きるため」 等の解釈で ある.但 しその ような解釈 を想 定

す るに は一・定以 上の努力(労 力)が 必要 であ り、場合 に よっては許容度 の低 い発 話 と判断 されるこ と

もあ り得 る。 その場合、 カラ文は理由 と して認 め られ ないため、 ノダカラ文 は論理が通 らないため許

容 度が劣る点に注 目したい。

10)「 ノ ダカラ節の既定性 」は 「純粋 な論理的 レベ ルでの因果関係 を所 与の もの として付 与する」 とい う特

徴か ら生 じると説明で きる。「～のだか ら当然一」 とい う 「ノダカラ節の必然性」 は、「『純粋 な論理 レベ

ルの因果関係 を所与 のものと して付与す る1こ とによって 当該節が他の構成要 素 と必然的 な論理関係を

持 つことになる」 とい う結 果か ら副次的に生 じる意味であ って本質的な意味ではない、 と説 明できる。
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11)例 えば、野田q997:190)は 「『のだか ら』の終助詞 的用法 は一一 部省略一 毛節 を伴 う通常の用法

との共 通性 が見 られる。 しかL、 聞 き手の全 く知 らない事態 が 自然に提示 されるなど、独 自の性 質を

持 って いる」 と述 べてい る。 しか し、既 に見た ように、「聞 き手の知 って いることを提示す ること」 は

ノダカラの本質的 な意味 ・機能で はない と考 え られ る。 その点か ら見て も 「終助詞 的なノ ダカラ」 を

独 自の もの と見 なす よ りは他 のノ ダカラ と同列 に位置づける方が よ り好 ましい と言 えよう。
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寅:「 男 は つ らい よ」()内 は作 品 番号 、CASTEL/Jll本 語 教 育 支 援 シ ス テ ム研 究 会CD-ROM版/ダ
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